
公益財団法人田附興風会公的研究費等取扱規程 

                         平成２５年１月１日 理事長裁定 

（目的）  

第１条  この規程は、公益財団法人田附興風会(以下「本法人」という。)における公的研究費等の取扱い

に関し必要な事項を定め、もって公的研究費等の適切かつ円滑な運営・管理に資すること、また研究機

関としての説明責任を果たし、所属する研究者の研究活動を支援することを目的とする。 

（定義）  

第２条  この規程において「公的研究費等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人、その他公的な法人

等から交付等を受けた補助金、委託費等の全ての研究費をいう。 

２ この規程において「研究代表者等」とは、公的研究費等の交付等を受けた研究代表者及び分担金の配

分を受けた研究分担者をいう。  

３ この規程において「構成員」とは、本法人に所属する研究員、事務職員その他の本法人の公的研究費

等の運営及び管理に関わる全ての者をいう。 

（法令等の遵守）  

第３条 研究代表者等は、交付等を受けた公的研究費等に係る研究の実施に当たっては、「補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律」(昭和３０年法律第１７９号)及びこれに基づく関係法令並びに交付

等の際の条件（以下「補助条件等」という。）を遵守しなければならない。  

（応募資格等） 

第４条 公的研究費等の応募資格を有する者は、本法人の研究者及び本法人の研究活動を職務に含む者と

して所属し、研究活動に実際に従事している者とする。 

２ 前項の者は、別に定める。 

（公募の申請） 

第５条 公募要領等により、公的研究費等に係る研究計画調書等を研究代表者等が直接公募先に提出する

こととなっている場合は、あらかじめその旨を理事長に届け出るものとする。 

（最高管理責任者）  

第６条  本法人に、公的研究費等の運営・管理について本法人全体を統括するとともに最終責任を負う者

として最高管理責任者を置き、理事長をもって充てる。  

２ 最高管理責任者は、研究費不正根絶への強い決意を掲げ、統括管理責任者およびコンプライアンス推

進責任者が責任をもって公的研究費等の適切な運営・管理を行えるよう、強力なリーダーシップを発揮

し、必要に応じた適切な措置を講じるものとする。 

３ 不正防止対策の基本方針や具体的な不正防止対策の策定にあたっては、不正防止委員会での検討及び

取組状況等について、研究所運営委員会において審議するとともに、法人本部会議へも定期的に適宜報

告するものとする。 

（統括管理責任者）  

第７条  本法人に、最高管理責任者を補佐し、公的研究費等の運営・管理について全体を統括する実質的

な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き、医学研究所長（以下「所長」という。）をもって充



てる。 

（監事） 

第８条 監事（公益財団法人田附興風会定款第２３条第２号に定める監事を言う。）は、不正防止に関する

内部統制の整備・運用状況について確認し、意見を述べるものとする。 

（コンプライアンス推進責任者） 

第９条 本法人における公的研究費等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者としてコンプラ

イアンス推進責任者を置き、副所長のうち所長が指名する者をもって充てる。 

２ コンプライアンス推進責任者は、不正防止を図るため、本研究所の公的研究費等の運営・管理に関わ

る全ての構成員に対するコンプライアンス教育の実施と受講状況の管理監督等の啓発活動を定期的に実

施する。 

（資金執行上の責任） 

第１０条 公的研究費等の執行上の責任者は、当該公的研究費等の交付等を受けた研究代表者等とする。 

２ 公的研究費等の経理及び管理は、第１８条及び第１９条による。 

（組織体制） 

第１１条 本法人の公的研究費等の不正防止を推進する組織として、最高管理責任者をトップとする公的

研究費等不正防止委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は次の各号に掲げる者で構成する。 

 (1) 最高管理責任者（理事長） 

(2) 統括管理責任者（所長） 

(3) コンプライアンス推進責任者（副所長のうち所長が指名する者） 

(4) その他統括管理責任者が必要と認めた者 若干名 

３ 委員会に委員長を置き、最高管理責任者をもって充てる。 

４ 委員会は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 不正防止計画の策定、推進及び検証並びに改善に関すること。 

(2) 行動規範の策定、推進及び検証並びに改善に関すること。 

(3) コンプライアンス教育の実施と受講状況の把握及び検証に関すること。 

(4) その他最高管理責任者が必要と認めること。 

（意識向上・啓発等）  

第１２条  構成員は、公的研究費等の適正な使用に資するため、不正防止計画及び行動規範を遵守し、自

ら不正防止に取り組まなければならない。 

２ 構成員は、コンプライアンス教育を受けるとともに、最高管理責任者に法令等を遵守する旨を記載し

た誓約書を提出しなければならない。 

（相談窓口）  

第１３条 本法人に、公的研究費等に係る事務処理手続及び使用ルール等に関する内外からの相談に迅速

かつ適切に対応するための窓口（以下「相談窓口」という。）を置く。 

２  相談窓口は、運営企画室とする。 



（通報窓口）  

第１４条 本法人に、不正使用等に係る通報及び情報提供を受け付けるための通報窓口を置く。 

２ 通報窓口は、運営企画室とする。 

３ 不正使用等係る通報を行う者（以下「通報者」という。）は、当該通報を行う際は顕名によるものとし、

不正使用を行った者が特定できる氏名又は団体名及び通報の客観的かつ合理的な根拠を明らかにしなけ

ればならない。 

４ 通報が匿名による場合は、公益通報として取扱うものとする。 

５ 通報窓口に不正使用等に係る通報及び情報提供があった場合には、速やかに、その旨を統括管理責任

者に報告し、統括管理責任者は最高管理責任者に報告するものとする。 

（不正使用等に係る調査）  

第１５条  統括管理責任者は、前条による不正使用等の通報があった場合は、不正使用等に係る必要な調

査を行うものとする。  

２ 前項の調査に必要な事項は、最高管理責任者が定める。 

（懲戒等） 

第１６条  構成員が、不正使用等を行った場合は、本法人に係る就業規則その他関係規定に従って、懲戒

等の処分を行うことができる。 

（不正な取引を行った業者の処分）  

第１７条 不正な取引に関与した業者については、公益財団法人田附興風会における取引停止等の規定に基

づき、取引停止等の措置を講ずるものとする。  

（経理事務等の準拠） 

第１８条 公的研究費等に係る契約事務、旅費事務、給与事務等に関する事務の取扱いは、第３条に規定

する補助条件等の定めのほか、本法人の経理規程等による。 

（経理及び管理の委任） 

第１９条 公的研究費等の経理及び管理は、補助条件等に特別の定めのない限り、その事務を当該経理責

任者に行わせるものとする。 

２ 前項の経理責任者は、運営企画室長をもって充てる。 

（監査制度）  

第２０条  公的研究費等の適正な管理のため、年１回以上の公正かつ的確な内部監査を実施するものとす

る。  

第２１条  監査は、内部監査規程（令和５年６月５日制定。以下「内部監査規程」という。）に基づく監査、

及びこの規程に基づき定める公的研究費等不正防止計画に基づき実施するものとする。 

２ 内部監査規程に基づく監査は、内部統制室が実施する。 

３ 公的研究費等不正防止計画に基づく監査は、不正防止委員会の下、運営企画室が実施する。 

第２２条 前２条の監査は、内部統制室と運営企画室が連携協力して実施するものとする。 

（細則等への委任）  

第２３条 この規程に定めるもののほか、公的研究費等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。 



 

附則 

この規程は、平成２５年１月１日から施行する。 

 

附則 

この規程は、平成２７年３月９日から施行する。 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 

この規程は、令和５年７月７日から施行する。 

 


